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普通徴収納税通知書等への定額減税額の表記について 

  令和 6 年度普通徴収納税通知書等への定額減税額の記載について、以下の内容で表記してい
ますので通知書の内容を確認する際に参考にしてください。 

 

１．普通徴収納税通知書（一般用）について 
 

①  定額減税の「 実際の控除額と控除しきれない額」を税額決定通知書兼納税通知書（１枚目）
の下段の余白に記載しています。 

 

 

 

  ■出力内容 

  ・定額減税額（市民税控除額）が 1 円以上発生する対象者 

    ⇒「市民税定額減税額  ●●●円」 

  ・定額減税額（県民税控除額）が 1 円以上発生する対象者 

 

 

 

 

  ⇒「県民税定額減税額  ●●●円」 

・定額減税額控除不足額が 1 円以上発生する対象者    

　⇒「定額減税控除不足額  ●●●円」 

※控除額及び控除不足額は、定額減税対象外の場合、記載されません 

【注意事項】 
定額減税額が表記されている方は、前年の合計所得金額が１，８０５万円以下の個人住民税所得割

の納税義務者となります。 
それ以外の方は定額減税対象外となり、表記されませんのでご注意ください。 

HAU2927
テキスト ボックス
市民税定額減税額　○○○円　　県民税定額減税額　○○○円　　定額減税控除不足額　○○○円

HAU2927
テキスト ボックス
定額減税の「実際の控除額と控除しきれない額（控除不足額）」を税額決定通知書兼納税通知書の下段の余白に記載しています。
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②  課税明細（３枚目）の 調整・配当控除額等」欄に定額減税額を加算しています。 

 

 

 

 

 

２．普通徴収納税通知書（口座振替用）及び公的年金からの特別徴収税額決定通知書に
ついて 

①  定額減税の 実際の控除額と控除しきれない額」を課税明細の左側の余白に記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

課税明細の「調整・配当控除額等」欄に定額減税額を加算しています。 

定額減税の「実際の控除額と控除しきれない額（控除不足額）」を課税明細の左側の余白

に記載しています。 

市　 民　 税 
定額減税額 
○○○○円 

県　 民　 税 
定額減税額 
○○○○円 

定 額 減 税 
控除不足額 
○○○○円 
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  ■出力内容 

  ・定額減税額（市民税控除額）が 1 円以上発生する対象者 

    ⇒「市民税定額減税額  ●●●円」（　 三段表記） 

        例）  市  民    税 

            定額減税額 

         ○○○○円 

  ・定額減税額（県民税控除額）が 1 円以上発生する対象者 

    ⇒「県民税定額減税額  ●●●円」（ 三段表記） 

        例）  県  民    税 

            定額減税額 

         △△△△円 

  ・定額減税額控除不足額が 1 円以上発生する対象者 

    ⇒「定額減税控除不足額  ●●●円」（ 三段表記） 

     例）  定  額  減  税 

              控除不足額 

                □□□□円 

  ★控除額及び控除不足額は、定額減税対象外の場合、記載されません 

   

      

 
 

 

 

 

課税明細の「調整・配当控除額等」欄に定額減税額を加算しています。 

②  　課税明細の 「調整・配当控除額等」欄に定額減税額を加算しています。 


